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カ
シ

火

、

類

焼

二

十

億

幹

。

一

許

の

家

紋

を

附

L
、
別
に
織
紗
製
の
胸
常
・
を
懸
け
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
箆
文
元
年
の
尚
一
緒
替
に
は
、
一
模
集
・
澄
砦
堂
集
・
奥
山
紀
行
・
本
草
俄
録
・
約
大
東
批

ハ
十
三
〉
明
治
の
火
災

l
明
治
四
年
六
月
十
六
日
班
長
一
た
。
胸
常
に
も
同
じ
く
大
き
な
家
紋
を
附
け
る
。
こ
一
前
回
利
常
の
夫
人
が
入
興
し
た
時
、
菓
子
の
納
入
を
一
郎
等
は
未
だ
梓
に
上
ら
な
い
。

村
百
十
粁
焼
失
ω

一
の
場
合
に
は
、
石
油
W

と
都
し
、
中
央
に
家
紋
を
附
け
一
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
醤
き
起
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
カ
シ
ダ
ヒ
ヨ
ベ
Z

樫
田
憲
兵
衛
初
名
前
水
。

カ
シ
ギ
ン
貸
銀
滞
士
が
家
政
の
窮
乏
を
教
桝
一
た
綴
紗
製
の
も
の
に
、
将
泌
の
願
締
を
泊
じ
て
腰
の
一
方
シ
ダ
ゲ
ン
カ
タ
樫
回
玄
揺
弘
人
禦
寺
務
の
入
。
一
大
迫
寺
侯
に
仕
へ
、
寛
永
二
十
年
父
作
共
衝
の
越
知

す
る
岱
に
、
務
か
ら
金
銀
若
し
く
は
椛
幣
を
岱
奥
し
一
後
部
に
常
て
、
端
折
っ
た
務
次
の
上
を
こ
れ
で
紫
純
一
部
は
命
卒
、
践
は
東
援
。
橋
本
一
閑
の
子
で
、
滞
留
一
二
一

η
五
十
石
を
嬰
ぎ
、
次
い
で
二
一
内
石
を
加
へ
.
後

た
こ
と
を
岱
鋭
と
い
ひ
、
務
士
か
ら
言
へ
ば
奔
併
銀
一
し
、
股
引
・
脚
b
?
を
穿
つ
。
火
事
羽
織
の
袴
を
白
布
一
棲
同
道
健
の
養
子
で
あ
っ
た
。
京
附
に
遊
び
、
留
を
↑
金
持
に
召
返
さ
れ
、
寛
文
十
年
七
用
残
し
た
o
子
認

で
あ
る
。
こ
の
事
前
削
光
高
の
慨
に
舵
飽
し
、
綱
紀
一
に
す
る
の
は
、
加
賀
滞
の
特
色
で
あ
る
o
小
者
の
火
一
泊
元
厚
に
、
本
草
を
松
閥
玄
建
及
び
津
島
常
之
進
に
~
制
緩
い
で
加
賀
滞
に
仕
へ
る
o

の
時
に
及
ん
で
雌
安
三
年
・
寛
文
二
年
・
同
四
年
・
延
一
事
一
袈
東
は
、
白
燃
を
附
け
た
字
削
臓
を
若
し
、
胸
常
の
一
感
び
、
大
雲
寺
の
本
背
景
執
は
之
か
ら
初
っ
た
と
い
は
一
カ
シ
ダ
ヒ
デ
ス
ケ
窪
田
秀
資
辺
整
地
毛
・
折

貧
困
年
に
も
行
は
れ
、
後
世
亦
腿
そ
の
例
が
あ
る
。
一
み
を
懸
け
た
。
町
人
も
亦
治
服
の
上
に
胸
常
を
附
け
一
れ
る
。
玄
強
又
陰
陽
誕
須
の
衡
に
精
し
〈
、
詩
歌
俳
一
虫
助
。
資
府
十
二
年
養
父
高
五
郎
の
也
知
一
一
一

η石
を

カ
シ
ギ
ン
プ
ギ
ヨ
ウ
貸
銀
奉
行
抱
文
二
年
諮
問
一
ね
ば
、
火
災
の
現
場
に
入
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
一
鰭
を
好
ん
だ
。
安
永
七
年
七
周
什
九
日
夜
、
享
年
六
一
袈
ぎ
、
天
明
五
年
小
持
続
円
と
な
0
.
六
年
河
石
を

士
助
成
の
岱
に
拝
併
鋭
を
併
し
、
十
少
年
に
返
上
せ
一
他
、
士
人
の
妥
女
等
は
、
四
鵬
紗
製
で
-X烏
帽
子
椋
の
一
十
四
。
説
明
す
既
に
本
草
秘
録
等
が
あ
る
。
配
千
代
は
一
加
へ
、
遂
に
表
小
綿
諮
問
に
泌
み
‘
見
政
九
年
一
一
一

n

し
め
た
時
、
返
上
奉
行
を
津
川
内
縦
助
正
良
・
脇
凶
一
火
事
副
山
を
m
捌

い

た

。

一

道

鐙

の

女

で

、

可

吟

と

説

し

、

和

献

を

能

く

し

た

o

一
夜
し
た
。

九
兵
衛
直
能
・
附
島
共
山
一
宗
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
が
一
公
一
〉
江
戸
に
於
け
る
火
都
従
来

l
滞
俣
の
江
戸
に
在
一
カ
シ
ダ
ザ
ク
ベ
Z

樫
田
作
兵
衛
初
め
松
任
に
一
カ
シ
ツ
シ
ヨ
過
失
番
過
失
御
は
向
山
比
時
制

常
聡
の
初
で
あ
ら
う
。
又
同
四
年
の
邦
併
鋭
の
際
の
一
っ
て
、
火
災
に
際
し
国
凶
闘
を
率
ゐ
て
出
動
す
る
時
一
於
い
て
前
回
利
長
に
仕
へ
、
こ
一
内
石
を
領
し
、
後
首
位
腕
殺
の
文
部
で
、
白
山
寺
山
探
従
の
過
失
を
犯
し
た

奉
行
は
統
山
右
近
守
知
で
あ
。
、
延
釘
四
年
脇
川
九
一
は
、
火
事
例
織
は
凡
ぺ
て
黒
色
な
る
を
則
ひ
た
。
傑
一
五
十
石
を
加
へ
、
次
い
で
利
常
に
澱
し
、
文
大
型
寺
一
事
闘
を
一
紙
に
列
担
L
、
腕
加
者
を
し
て
向
己
の
か
円

共
街
直
能
・
別
所
…
一
平
鼠
仰
・
附
川
市
人
一
止
口
が
任
ぜ
一
は
白
色
を
科
泌
と
す
る
が
、
人
持
・
定
番
踊
・
奥
小
綿
一
侯
前
倒
利
治
に
臨
L
・
て
寛
永
二
十
年
現
し
た
。
一
の
上
に
花
抑
を
探
せ
し
め
、
以
て
そ
の
反
併
を
似
し

ら
れ
た
時
か
ら
、
邦
併
銀
公
取
事
行
と
抑
制
す
る
こ
と
一
の
士
に
限
っ
て
白
色
以
外
た
る
を
併
さ
れ
、
僚
の
留
一
カ
シ
ダ
ジ
ユ
ン
カ
タ
樫
田
順
格
大
型
寺
の
入
。
一
た
も
の
で
あ
り
、
過
失
の
約
を
油
資
と
同
義
に
用
ひ

に
な
っ
た
o
降
っ
て
延
与
三
年
九
周
二
十
八
日
坂
野
一
り
は
、
足
幌
以
下
必
ず
之
を
そ
ぐ
ぺ
〈
、
歩
士
以
上
一
泡
稽
は
服
務
。
蹄
は
命
銀
、
字
は
伯
恒
又
は
君
附
。
一
て
ゐ
る
。
そ
の
斡
挺
り
は
、
『
牒
安
元
年
械
用
十
九

鰐
刀
左
衛
門
勝
如
・
九
皇
位
右
術
門
山
町
が
御
岱
鋭
一
随
訟
と
定
め
ら
れ
た
。
鈴
は
人
持
で
は
鋭
色
の
短
加
~
鋭
を
北
岸
又
は
竹
隠
と
帯
し
た
。
旗
花
庵
・
澄
碧
堂
一
日
、
拘
議
能
成
、
御
偲
御
節
制
刷
、
不
v

紡
v

絡
不
v

涜
v

奉
行
と
な
り
、
四
年
六
周
入
日
杉
浦
秘
佐
守
一
・
山
・
二
放
を
附
し
、
そ
の
他
は
赤
色
短
加
を
附
け
た
。
合
一
は
腕
腕
の
名
で
あ
る
o
照
筋
儒
箇
共
に
之
を
父
玄
挺
一
綿
.
一
向
無
沙
汰
之
閲
被
a
過
失
刊
文
入
諦
講
師
無
昌

森
藤
右
衛
門
貰
和
が
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
五
年
十
M
十
ト
紋
は
制
に
石
燥
を
附
け
る
の
が
使
番
、
街
に
宇
且
を
一
に
脅
ひ
、
特
に
博
識
治
聞
の
名
が
あ
っ
た
。
そ
の
持
一
稽
古
-
之
閥
、
一
重
被
n
過
失
一
端
。
』
『
康
安
二
年
十
一
周

一
一
一
日
に
兎
ぜ
ら
れ
て
、
こ
の
職
股
止
せ
ら
れ
た
o

一
附
け
る
の
が
表
小
持
続
円
で
あ
っ
た
o
歩
小
顕
は
三
一
は
、
初
め
蓬
闘
の
儀
弊
を
受
け
て
盛
唐
の
栴
謝
を
諒
一
十
一
日
、
於
=
仰
制
限
坊
-
税
曾
之
時
、
依
旦
無
諮
-
党
什

力
シ
タ
メ
樫
久
目
文
明
七
年
六
回
刀
什
七
日
溢
一
つ
烏
一
同
を
紋
と
し
、
新
番
の
御
供
役
は
裾
に
水
玉
を
一
う
た
が
、
後
裳
中
郎
の
集
を
毅
む
に
及
び
、
前
日
の
一
被
a
過
失
-
端
。
』
の
類
で
あ
る
。
本
替
の
記
総
は
、
延

河
鏡
稜
は
狗
北
郡
健
久

nの
領
家
職
を
、
高
野
山
寂
一
附
L
、
歩
柿
日
は
烏
肘
の
紋
と
樹
に
水
玉
を
附
し
、
一
非
を
悟
り
て
専
ら
反
正
の
梁
を
唱
へ
た
。
常
時
江
戸
一
文
五
年
に
初
。
永
和
四
年
に
終
る
ま
で
、
そ
の
閥
十

静
院
に
待
逃
し
て
如
法
純
料
開
削
と
な
し
た
o
こ
の
樫
…
歩
は
島
村
の
紋
を
用
ひ
、
足
慨
も
一
定
の
合
紋
あ
る
一
の
山
本
北
山
亦
反
正
を
叫
ん
だ
が
、
そ
の
首
唱
を
儒
一
九
年
に
亙
h
v
、
民
に
常
時
衆
徒
の
辿
々
一
部
次
い
だ
も

久
円
の
地
は
今
明
か
で
な
い
。
強
ひ
て
認
は
ど
、


